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第１章　総論：シーティング技術

　ここでは、シーティング技術を現場の介護現場 において 、発達障害児・者や障害者、

高齢者が椅子・車椅子、又は座位保持装置を適切に活用し活動と参加への支援、発

達の促進と二次障害の予防、介護者の負担を軽減するものであることを理解 し 学習

する。

１．車椅子シーティングと

　車椅子は福祉用具として物を指し、シーティングは座ることを指す。欧米では車椅子シーティ

ングは障害のある人を車椅子に座る技術として扱われている。日本ではシーティング技術は、

発達障害児・者や障害者、高齢者が椅子・車椅子、又は座位保持装置を適切に活用し活動と参

加への支援、発達の促進と二次障害の予防、介護者の負担を軽減するものである。

（追記：2011 年 11 月 30 日に常用漢字に「椅子」が入り、その後、JIS 規格の名称は車椅子

と記載されており、本稿でも車椅子と表記する。）

２．車椅子で生じる座位不適合の問題

一般に高齢者の使用する車椅子は「標準形車椅子」、または「普通型車椅　　　

子」（以下、車椅子と略す）といわれるタイプである。特に介護保険制度で　　

は、既製品の車椅子がレンタルされるので、高齢者の身体寸法に合わせて車椅子を選定・適合

することは少ない。

以下に、高齢者が使用する車椅子の問題点を整理した。

　　【車椅子自体の問題点】

（１）寸法の不適合

（２）スリングシートの問題

（３）トランスファーの問題

（４）走行性の問題

（５）車椅子座位における問題（車椅子座面に円座の使用、車椅子に抑制帯の使用、車椅子を

椅子代わりに使用、リクライニング機能のみの車椅子に座らせる）など

（１）寸法の不適合

　車椅子の多くはいわゆる JIS 規格大型が使われており、問題点として高齢者の身体寸法との

不適合が生ずる（図１）。車椅子の寸法は座幅 × 奥行きが約 400×400mm 以上であり、後期

高齢者の身体寸法から推測すると座幅、奥行きは適合していない。寸法の不適合は座幅、奥行

きが合わないだけでも車いす座位姿勢の崩れを引き起こし、車いす駆動をはじめとするすべて

の動作を阻害する。
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図１．標準形車椅子　引用：車椅子介助のプロ

（２）車椅子のスリングシート

　車椅子のスリングシートは座位保持の視点から次の問題点が明らかになる。骨盤の過度の後

傾により一般に仙骨座りと呼ばれる骨盤の後傾した座り方になる（図２左）。

　身体機能の低下や体幹筋力の低下により骨盤が後傾した「すべり座り」に　なるのは、車椅

子のスリングシートの影響が大きい。次に、長期間の座位による変形が発生する可能性があり、

変形は股関節の伸展・内転・内旋と脊柱の後彎が発生する。

　また、この状態での座位は仙骨部の褥瘡の原因となる。次に骨盤の回旋した「斜め座り」は

非対称な筋緊張や筋力の弱化からも発生し、不安定なスリングシートにより助長される（図２

右）。

　骨盤の傾斜は、座った位置がスリングシートの中央で両方の坐骨結節が床と平行にならなけ

れば「斜め座り」は簡単に起こる。そして、骨盤の回旋と傾斜により脊柱の代償として側彎が
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生ずる。

　スリングシートの車椅子は折りたたみ機能が優先されるために、新しい車椅子でも座面と

背もたれの支持性は低く、スリングシートの沈みこみやその姿勢から走行や移動に伴い、「す

べり座り姿勢」は簡単に発生し、このことは車椅子の駆動にも悪影響を及ぼす。

　一般に高齢の重度障害者はリクライニング車椅子を使用する場合が多いが、背をリクライ

ニングさせた途中の角度は、よりすべり座りを助長して、座る対象者も介助者も負担が大き

くなる。

すべり座り 斜め座り

図２．スリングシートの問題
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図３．トランスファーの問題　引用：車椅子介助のプロ

（３）トランスファーの問題

　車椅子の多くは座シートの前面の高さが約 45cm であるために小柄な高齢者は車椅子の移乗

が難しくなる（図３）。

　片麻痺者は車椅子のアームサポート、フットサポートが固定式のため、ベッドから車椅子へ

移乗の際、フットサポートがバリアーとなりベッドに車椅子を十分に近づけられない。

　また、ベルト式のレッグサポートは立ち上がり動作時に下肢を引き込むことを妨げる。次に、

介助にてトランスファーを行う際、フットレスト間は約 33cm でこの間に本人の脚２本と介助

者の脚１本が入り回転してトランスファーをするために、フットレストの部分に脚をぶつけて

痛い思いを利用者と介助者は経験している。

　これらのことは、トランスファーに関する介助者の腰痛、安全管理や労働環境の問題にもなっ

ている。

（４）走行性の問題

　自分で車椅子を自走する場合は車椅子と身体寸法が合わない場合は車椅子の操作性は低下す

る。片麻痺者で片手片足駆動をする場合は座シートの高さが合わないとすべり座りなどの問題

が生じる。

　また、車椅子走行に合わせて車椅子の車軸やキャスタの位置を調整することが自走する際の

適合項目であるが普通型車椅子では不可能である。

　次に、介助で車いすを操作する場合は、手押しハンドルの高さが合わないと介助者の腰痛な

どの問題が生ずる。

（５）車椅子座位における問題点

　座位保持と褥瘡（じょくそう）に関する問題点：施設では車椅子に座り「お尻が痛い」と訴

える利用者に対してドーナツ型円座を使う（図４）。

　褥瘡予防ではドーナツ型円座は使用してはならないとなっているが、漫然と誤った対応がな

されている。

　次に、安全ベルトと称して利用者が車いすからずり落ちるのを防止する目的でさらしやベル

ト、衣服等で身体拘束が行われる。抑制帯の使用目的は職員側からのニーズであり、利用者の

ニーズではない（図５）。抑制帯は人間としての尊厳を喪失させるのみでなく、褥瘡発生を助

長している。

　スリングシートの車いすは 10 分程度の移動目的で使用するのであれば差し支えないが、椅子

の代わりとして長時間使用されることが問題である。障害のない人は布張りシートの椅子は座

り心地が悪いのを感覚的に知っているため普段の生活では使用しない。一日の過ごし方におい

ては、障害のある高齢者は体力・筋力低下があり、離床時間が短く、食事や排泄をベッド上で行っ

ている場合は褥瘡のリスクが高くなる。また、ベッド上、車椅子上での身体拘束も褥瘡のリス

クを高くする。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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　片麻痺者は車椅子のアームサポート、フットサポートが固定式のため、ベッドから車椅子へ

移乗の際、フットサポートがバリアーとなりベッドに車椅子を十分に近づけられない。

　また、ベルト式のレッグサポートは立ち上がり動作時に下肢を引き込むことを妨げる。次に、

介助にてトランスファーを行う際、フットレスト間は約 33cm でこの間に本人の脚２本と介助

者の脚１本が入り回転してトランスファーをするために、フットレストの部分に脚をぶつけて

痛い思いを利用者と介助者は経験している。

　これらのことは、トランスファーに関する介助者の腰痛、安全管理や労働環境の問題にもなっ

ている。

（４）走行性の問題

　自分で車椅子を自走する場合は車椅子と身体寸法が合わない場合は車椅子の操作性は低下す

る。片麻痺者で片手片足駆動をする場合は座シートの高さが合わないとすべり座りなどの問題

が生じる。

　また、車椅子走行に合わせて車椅子の車軸やキャスタの位置を調整することが自走する際の

適合項目であるが普通型車椅子では不可能である。

　次に、介助で車いすを操作する場合は、手押しハンドルの高さが合わないと介助者の腰痛な

どの問題が生ずる。

（５）車椅子座位における問題点

　座位保持と褥瘡（じょくそう）に関する問題点：施設では車椅子に座り「お尻が痛い」と訴

える利用者に対してドーナツ型円座を使う（図４）。

　褥瘡予防ではドーナツ型円座は使用してはならないとなっているが、漫然と誤った対応がな

されている。

　次に、安全ベルトと称して利用者が車いすからずり落ちるのを防止する目的でさらしやベル

ト、衣服等で身体拘束が行われる。抑制帯の使用目的は職員側からのニーズであり、利用者の

ニーズではない（図５）。抑制帯は人間としての尊厳を喪失させるのみでなく、褥瘡発生を助

長している。

図４．ドーナツ型円座

図５．車椅子の円座と抑制帯

　スリングシートの車いすは 10 分程度の移動目的で使用するのであれば差し支えないが、椅子

の代わりとして長時間使用されることが問題である。障害のない人は布張りシートの椅子は座

り心地が悪いのを感覚的に知っているため普段の生活では使用しない。一日の過ごし方におい

ては、障害のある高齢者は体力・筋力低下があり、離床時間が短く、食事や排泄をベッド上で行っ

ている場合は褥瘡のリスクが高くなる。また、ベッド上、車椅子上での身体拘束も褥瘡のリス

クを高くする。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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３．車椅子の 理解

（１）手動車いすの 各部名称

　車椅子シーティングでは他職種連携のチーム・アプローチが基本であり、各職種が車椅子の

各部名称を理解することが重要である。車椅子は ISO による世界規格として、名称などが国

際的に統一されており国内では JIS 規格になる （図 ６ 。特に車椅子シーティングという考え

方で、以前は「レスト」言われた用語が「サポート」に変更された。

手動車椅子（標準型車椅子と同じ）の基本構造は、身体支持部、駆動部、車輪、フレームからなる。

▶シート（ seat 座として臀部・大腿部の支持部である。

▶バックサポート：背の支持部である。

▶フット・レッグ サポート：下腿・足部の支持部である（フットサポートは足部の支持部で、レッ

　グサポートは下腿部の支持部） 。

▶アームサポート： 腕の支持部である。特にシーティングではモジュラー車椅子を基本として

　使用することが多く、 利用者 に合わせた調整のできるバックサポート、アームサポート、フッ

　トサポートの扱いは重要になる。

　片麻痺者は車椅子のアームサポート、フットサポートが固定式のため、ベッドから車椅子へ

移乗の際、フットサポートがバリアーとなりベッドに車椅子を十分に近づけられない。

　また、ベルト式のレッグサポートは立ち上がり動作時に下肢を引き込むことを妨げる。次に、

介助にてトランスファーを行う際、フットレスト間は約 33cm でこの間に本人の脚２本と介助

者の脚１本が入り回転してトランスファーをするために、フットレストの部分に脚をぶつけて

痛い思いを利用者と介助者は経験している。

　これらのことは、トランスファーに関する介助者の腰痛、安全管理や労働環境の問題にもなっ

ている。

（４）走行性の問題

　自分で車椅子を自走する場合は車椅子と身体寸法が合わない場合は車椅子の操作性は低下す

る。片麻痺者で片手片足駆動をする場合は座シートの高さが合わないとすべり座りなどの問題

が生じる。

　また、車椅子走行に合わせて車椅子の車軸やキャスタの位置を調整することが自走する際の

適合項目であるが普通型車椅子では不可能である。

　次に、介助で車いすを操作する場合は、手押しハンドルの高さが合わないと介助者の腰痛な

どの問題が生ずる。

（５）車椅子座位における問題点

　座位保持と褥瘡（じょくそう）に関する問題点：施設では車椅子に座り「お尻が痛い」と訴

える利用者に対してドーナツ型円座を使う（図４）。

　褥瘡予防ではドーナツ型円座は使用してはならないとなっているが、漫然と誤った対応がな

されている。

　次に、安全ベルトと称して利用者が車いすからずり落ちるのを防止する目的でさらしやベル

ト、衣服等で身体拘束が行われる。抑制帯の使用目的は職員側からのニーズであり、利用者の

ニーズではない（図５）。抑制帯は人間としての尊厳を喪失させるのみでなく、褥瘡発生を助

長している。

　スリングシートの車いすは 10 分程度の移動目的で使用するのであれば差し支えないが、椅子

の代わりとして長時間使用されることが問題である。障害のない人は布張りシートの椅子は座

り心地が悪いのを感覚的に知っているため普段の生活では使用しない。一日の過ごし方におい

ては、障害のある高齢者は体力・筋力低下があり、離床時間が短く、食事や排泄をベッド上で行っ

ている場合は褥瘡のリスクが高くなる。また、ベッド上、車椅子上での身体拘束も褥瘡のリス

クを高くする。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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図６．自走用標準形車椅子　引用： JIS
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イニング車椅子を指す。または、既製品の車椅子で病院や施設で使われている車椅子
であり、介護保険でレンタルされている。

② モジュラー車椅子：
　モジュラー（modular）車椅子とは車椅子の各部品を単元化しておき、これらの部
品を目的によって選択、調節し組み立てられる車いすを指す（図７）。　
簡易モジュラー車椅子とは、モジュラー車椅子の特徴としてフットレストのスイング
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６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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（２）モジュラー車椅子と車椅子製作方法による分類
　車いすは使用目的や JIS 規格で分類されている。ここではモジュラー車椅子と車椅
子製作方法における分類をシーティングの視点より紹介する。

① レディメイドの車いす：
　一般の普通型車いす、介護用車いす（駆動輪が小さいタイプ）、背のみが傾くリクラ
イニング車椅子を指す。または、既製品の車椅子で病院や施設で使われている車椅子
であり、介護保険でレンタルされている。

② モジュラー車椅子：
　モジュラー（modular）車椅子とは車椅子の各部品を単元化しておき、これらの部
品を目的によって選択、調節し組み立てられる車いすを指す（図７）。　
簡易モジュラー車椅子とは、モジュラー車椅子の特徴としてフットレストのスイング
アウェイ、アームレストの簡易着脱、肘掛け、座面の高さ等、一部調整機能のある車
いすを指す。
　介護保険開始に伴いモジュラー車椅子もレンタルされている。シーティングに配慮
されたモジュラー車椅子の導入により、要介護者の自立度を高め、トランスファーの
時の介護者の負担を軽減できる。

③ オーダーメイド車椅子：
　身体の大きさや身体機能、生活目的に合わせてオーダーメイドで作られる車椅子を
指す。一般に身体障害者手帳を持つ障害者が更正相談所で判定を受けて作る車椅子で

ある。
　介護保険開始前は、高齢者でも身体障害者手帳の１、２級があれば作ることは可能
であったが、介護保険開始後は難しい状況である。理由は身体障害者福祉法では、介
護保険が優先されるために、オーダーメイドで作ることが難しくなったということで
ある。しかし、本来ならば介護保険の既製品の車椅子が合わない場合ならオーダーメ
イドの車椅子が製作できなければならない。

（３）ＩＣＦ（国際生活機能分類）におけるシーティングの位置づけ
　シーティング技術は、国内では 1990 年に補装具として座位保持装置（seating 
system）が加わったことで普及が進んでいる。その後、介護保険においても欧米のモ
ジュラー車椅子や高機能な車椅子が導入され、その対応は車椅子シーティングといわ
れるようになった。
　シーティングで使用する福祉用具の補装具の分類では、座位保持装置、車椅子、クッ
ション類がシーティングの用具となる。介護保険の貸与・購入品では、車椅子、車椅
子付属品、立ち上がり補助椅子、腰掛便座、入浴用椅子、浴槽用椅子などである。
　福祉用具で重要なことは身体と接する福祉用具は選定・適合が必要であり、シーティ
ング技術を基本として障害のあるクライエントには座位能力評価とその対応、ケアプ
ランでは福祉用具のモニタリングを入れるようにしている。
　ＩＣＦの環境因子で車椅子シーティングをみると、生産品と用具（Products and 
technology）となる（図８）。環境因子の基本は障害のある人の身体に接する用具で
あり、車椅子やベッドなどになり、ＩＣＦのプランニングのスタートとなり、介護用品
や住環境はその外側になる（図９）。
　また、体位から福祉用具支援を考えると、日本では臥位姿勢、立位姿勢の評価のみで、

座位姿勢については理解されていなかったために座位環境が見過ごされてきたといえ
る。診療報酬のシーティングが明確になったことで、やっと座位姿勢の評価に焦点が
あてられたことになる。
　上記のことについて国を挙げて実践しているのは、ノルウェー王国などのスカンジ
ナビアン諸国であり、在宅での「寝かせきり」はほとんどみられない。社会システム
の違いはあるが、在宅支援の中でシーティング技術を中心とした福祉用具支援が積極
的に行われており、医療費の削減を含めた対応がされている。

図７．モジュラー車椅子

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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（３）ＩＣＦ（国際生活機能分類）におけるシーティングの位置づけ
　シーティング技術は、国内では 1990 年に補装具として座位保持装置（seating 
system）が加わったことで普及が進んでいる。その後、介護保険においても欧米のモ
ジュラー車椅子や高機能な車椅子が導入され、その対応は車椅子シーティングといわ
れるようになった。
　シーティングで使用する福祉用具の補装具の分類では、座位保持装置、車椅子、クッ
ション類がシーティングの用具となる。介護保険の貸与・購入品では、車椅子、車椅
子付属品、立ち上がり補助椅子、腰掛便座、入浴用椅子、浴槽用椅子などである。
　福祉用具で重要なことは身体と接する福祉用具は選定・適合が必要であり、シーティ
ング技術を基本として障害のあるクライエントには座位能力評価とその対応、ケアプ
ランでは福祉用具のモニタリングを入れるようにしている。
　ＩＣＦの環境因子で車椅子シーティングをみると、生産品と用具（Products and 
technology）となる（図８）。環境因子の基本は障害のある人の身体に接する用具で
あり、車椅子やベッドなどになり、ＩＣＦのプランニングのスタートとなり、介護用品
や住環境はその外側になる（図９）。
　また、体位から福祉用具支援を考えると、日本では臥位姿勢、立位姿勢の評価のみで、

座位姿勢については理解されていなかったために座位環境が見過ごされてきたといえ
る。診療報酬のシーティングが明確になったことで、やっと座位姿勢の評価に焦点が
あてられたことになる。
　上記のことについて国を挙げて実践しているのは、ノルウェー王国などのスカンジ
ナビアン諸国であり、在宅での「寝かせきり」はほとんどみられない。社会システム
の違いはあるが、在宅支援の中でシーティング技術を中心とした福祉用具支援が積極
的に行われており、医療費の削減を含めた対応がされている。

図８． ＩＣＦ のシーティング

図９．生活環境とシーティング
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　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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◇ＩＣＦとは

ＩＣＦ（ International Classification of Functioning, Disability andHealth ）は、人間の

生活機能と障害の分類法として、 2001 年５月、世界保健機関（ＷＨＯ）総会において

採択された。この特徴は、これまでのＷＨＯ国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）がマイナス

面を分類するという考え方が中心であったのに対し、ＩＣＦは、生活機能というプラス

面からみるように視点を転換し、さらに環境因子等の観点を加えたことである。

（４）シーティングの目的

　車椅子 の選定は生活の中での使用目的を明確にすることが重要である。

その上で高齢者の場合は車 椅子 の椅子機能を考えて選ぶことが重要になる。また、車椅子を選 

定する際、自立的に使用するのか、介助的に使用するのか、または、車として使うのか、椅子

として使うのか、判断する必要がある。

　車椅子 の選定を行うには、始めに、本人の身体的、知的能力（要介護度等）のアセスメント

を行う。利用者が自分で操作し、自立的生活を図る場合は、①身体寸法、② 移乗方法、③座位姿勢、

④操作方法が適合しなければならない。 どのような環境で使用するのか、ベッド等の他の用具と

の関係に問題ないかチェックする。介助者が操作する場合は介助者の能力を把握することが車 

椅子 選定では重要になる。

　特に移乗方法は重要で、利用者が自分で車 椅子 、ベッド、トイレの移乗ができることで身の

回りの生活は自立することになる。そのために、モジュラー車 椅子 はフットレストのスイング

アウェィやアーム サポート の脱着が簡単にできるようになっている。

　移乗の負担が少ないことは介護負担の軽減になり、重度障害者の寝たきり状態を少なくする

ことができる。 実際には身体寸法に合わせたモジュラー車 椅子 と車 椅子 専用クッションを用

いることで座位に問題のあるケースの大半は問題が解決する。このことは、車 椅子 上での身体

拘束のほとんどが解決することになる。

　座位がとれないケースはティルト・リクライニング機能付きのモジュラー車 椅子 を適合調整

することで座位保持が可能になる。変形や褥瘡のあるケースは医療機関でのチェックと合わせ

て褥瘡予防機能の高いクッションや座位保持装置の対応を行う必要がある。

　シーティングの目的を 10 項目に整理して問題点とその対応を示している（図１０）。ここ で

は、基本的な理解を進める範囲とする。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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図１０．　シーティングの目的

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。

シーティングの目的
（臥床した状態　→　座る姿勢へ）
Ⅰ 身体に対する効果
①心肺機能の改善
②消化、排泄機能の改善
③傍脊柱筋の筋力維持・強化と姿勢制御
④発達の促進と二次的障害の予防
　（拘縮、変形、褥瘡）
⑤摂食・咀嚼・嚥下の改善
⑥目と手の協調性、上肢機能の改善

Ⅱ ADL に対する効果

⑦食事・作業活動の拡大
⑧コミュニケーションの拡大
⑨介護が容易化
⑩社会参加、学校、就労
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　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。

－17－



　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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福祉用具とシーティングの関係

第2章

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。



　ここでは、リハビリテーション医療・工学分野における車椅子シーティングと福祉

用具の位置づけを介護福祉の観点から学習する。

１．福祉用具とは

　福祉用具という名称は 1993 年 4月に成立した「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す

る法律」で示された。その定義は「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある老人、

または心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具、およびこれらの者の機能訓練のための

用具ならびに補装具」である。それまでは、リハビリテーション機器や福祉機器などのさまざ

まな呼び方があり、法律的にも未整備であった。

　日本リハビリテーション医学会はＩＳＯ/ＴＣ173 の国内審議団体となり、1991 年にＪＩ

Ｓ用語原案を検討し、福祉関連機器用語「リハビリテーション機器部門」ＪＩＳ Ｔ0102-1991

を制定した。

　内容はＩＳＯとの整合性を取りつつ、日本独自の状況も加味された。その後ＩＳＯが改定さ

れるとＪＩＳも 1998 年に改定され、義肢・装具部門は別にＪＩＳ Ｔ0101-1997 となった。

　テクノエイド協会では、福祉用具の普及には、体系化した機器情報の普及こそが重要との観

点から分類コードを策定しデータベース化し、福祉用具分類コード 95（ＣＣＴＡ95）を作成

した。その後、国内では 2000 年に介護保険法が施行され、福祉用具の貸与・購入がはじまった。

　身体障害者については、身体障害者手帳による給付事業が 2006 年には障害者自立支援法に

よる補装具の給付事業に変わり、高齢者・障害者に対する福祉用具の支給・給付についても新

しくなった。

（１）介護保険における福祉用具

　介護保険の福祉用具は福祉用具貸与（レンタル）と購入品に分けられる。事前にケアマネー

ジャに介護認定を受けて、要介護 2-5 と認められた場合に貸与を受けることができる。それ以

外は原則利用が認められていないが、日常的に歩行が困難な人、日常生活範囲における移動の

支援がとくに必要と認められた場合には使える場合がある。

　介護認定後、ケアマネージャがケアプランを作成し、ケアプランに基づき、福祉用具貸与事

業者である福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成し、ケアマネージャや本人や

家族に提案し、その後本人と契約し、福祉用具を貸与する。　

　介護保険で貸与や購入品にあたる用具は項目が決められている。貸与品では、車椅子、車椅

子付属品（車椅子クッション、電動補助装置など）、特殊寝台、特殊寝台の付属品（マットレス、

スライディングボードなど）、褥瘡予防用具（エアーマット、ウォーターマットなど）、体位変換機、

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖（T 字杖、4 点杖ほか）、認知症老人徘徊感知器、移動

用リフト（立ち上がり座椅子）入浴リフト，段差解消機）、自動排泄処理装置になる。購入品目は、

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴用補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊

り具になる。

（２）自立支援の福祉用具とシーティングの考え方

　ここでは、福祉用具を自立的に活用する際の考え方などを含めて解説する。

　利用者の自立生活が福祉用具活用のもっとも重要な視点となる。残存機能を生かし、適切な

福祉用具を活用することで障害が重度であっても、自立な生活が営めることを目標とする。そ

のためにはリハビリテーション・ゴールの短期目標に支援する生活と合わせて福祉用具の使用

法の指導や操作方法の練習を入れる必要がある。介護保険であれば、ケアプランに福祉用具の

選択・適合方法についての項目を入れる必要がる。

　次に、福祉用具の目的は介助者の健康・安全を守ることである。ＩＳＯの労働ガイドラインに

一人の人がリフティングできる重量を 20kg までとしている。　

理由は介助者の腰痛予防と利用者の転倒などの予防である。このことは移乗が全介助の際はリ

フトなどの移乗用具の使用と腰痛予防ベルトなどの使用を義務付けることになる。

（３）介護福祉士における福祉用具使用の視点

　ＩＣＦのアセスメントでは、各項目について促進因子、阻害因子の判断をおこなう。その中で、

障害がある中で用具を使わなくともできる動作、用具を使うことで有利になる動作はなにかを

チェックする。

　また、生活の中では用具を使う練習が必要となり、利用者本人が使いこなせる、介助者が使

いこなせるかなどのチェックを行う。福祉用具を使用する時期については、生活の中で訓練的

に使用するのか、生活支援として使用するのか判断が必要である。

　介護福祉士は指導・訓練の中で利用者の能力と合わせて、段階付けた作業活動の指導が行え

るが福祉用具の選定・適合についても身体機能や環境とのマッチングが重要であり、特に実際

的なシミュレーションが必要である。

　例えば、全介助レベルの利用者について、リフト活用が有効であると予測されても、実際に

リフトを試用しないことには、スリングの選定や乗り移り方法についてはアセスメントが行え

ないことになる。

　介護福祉士も中間ユーザーとしての視点では、福祉用具の選定・適合が役割としては重要で

あるが、次の役割に集約できる。一つには、利用者の担当として、本人およびその家族、介助

者に直接働きかけ、福祉用具導入から、活用までを支援するセラピストの役割。二つには、福

祉用具に関与する専門職として、他職種、福祉用具メーカー、機関、団体等に対して、福祉用

具の利用情報の提供やなどの役割もある。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。

第２章　福祉用具とシーティングの関係
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１．福祉用具とは

　福祉用具という名称は 1993 年 4月に成立した「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す

る法律」で示された。その定義は「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある老人、

または心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具、およびこれらの者の機能訓練のための

用具ならびに補装具」である。それまでは、リハビリテーション機器や福祉機器などのさまざ

まな呼び方があり、法律的にも未整備であった。

　日本リハビリテーション医学会はＩＳＯ/ＴＣ173 の国内審議団体となり、1991 年にＪＩ

Ｓ用語原案を検討し、福祉関連機器用語「リハビリテーション機器部門」ＪＩＳ Ｔ0102-1991

を制定した。

　内容はＩＳＯとの整合性を取りつつ、日本独自の状況も加味された。その後ＩＳＯが改定さ

れるとＪＩＳも 1998 年に改定され、義肢・装具部門は別にＪＩＳ Ｔ0101-1997 となった。

　テクノエイド協会では、福祉用具の普及には、体系化した機器情報の普及こそが重要との観

点から分類コードを策定しデータベース化し、福祉用具分類コード 95（ＣＣＴＡ95）を作成

した。その後、国内では 2000 年に介護保険法が施行され、福祉用具の貸与・購入がはじまった。

　身体障害者については、身体障害者手帳による給付事業が 2006 年には障害者自立支援法に

よる補装具の給付事業に変わり、高齢者・障害者に対する福祉用具の支給・給付についても新

しくなった。

（１）介護保険における福祉用具

　介護保険の福祉用具は福祉用具貸与（レンタル）と購入品に分けられる。事前にケアマネー

ジャに介護認定を受けて、要介護 2-5 と認められた場合に貸与を受けることができる。それ以

外は原則利用が認められていないが、日常的に歩行が困難な人、日常生活範囲における移動の

支援がとくに必要と認められた場合には使える場合がある。

　介護認定後、ケアマネージャがケアプランを作成し、ケアプランに基づき、福祉用具貸与事

業者である福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成し、ケアマネージャや本人や

家族に提案し、その後本人と契約し、福祉用具を貸与する。　

　介護保険で貸与や購入品にあたる用具は項目が決められている。貸与品では、車椅子、車椅

子付属品（車椅子クッション、電動補助装置など）、特殊寝台、特殊寝台の付属品（マットレス、

スライディングボードなど）、褥瘡予防用具（エアーマット、ウォーターマットなど）、体位変換機、

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖（T 字杖、4 点杖ほか）、認知症老人徘徊感知器、移動

用リフト（立ち上がり座椅子）入浴リフト，段差解消機）、自動排泄処理装置になる。購入品目は、

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴用補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊

り具になる。

（２）自立支援の福祉用具とシーティングの考え方

　ここでは、福祉用具を自立的に活用する際の考え方などを含めて解説する。

　利用者の自立生活が福祉用具活用のもっとも重要な視点となる。残存機能を生かし、適切な

福祉用具を活用することで障害が重度であっても、自立な生活が営めることを目標とする。そ

のためにはリハビリテーション・ゴールの短期目標に支援する生活と合わせて福祉用具の使用

法の指導や操作方法の練習を入れる必要がある。介護保険であれば、ケアプランに福祉用具の

選択・適合方法についての項目を入れる必要がる。

　次に、福祉用具の目的は介助者の健康・安全を守ることである。ＩＳＯの労働ガイドラインに

一人の人がリフティングできる重量を 20kg までとしている。　

理由は介助者の腰痛予防と利用者の転倒などの予防である。このことは移乗が全介助の際はリ

フトなどの移乗用具の使用と腰痛予防ベルトなどの使用を義務付けることになる。

（３）介護福祉士における福祉用具使用の視点

　ＩＣＦのアセスメントでは、各項目について促進因子、阻害因子の判断をおこなう。その中で、

障害がある中で用具を使わなくともできる動作、用具を使うことで有利になる動作はなにかを

チェックする。

　また、生活の中では用具を使う練習が必要となり、利用者本人が使いこなせる、介助者が使

いこなせるかなどのチェックを行う。福祉用具を使用する時期については、生活の中で訓練的

に使用するのか、生活支援として使用するのか判断が必要である。

　介護福祉士は指導・訓練の中で利用者の能力と合わせて、段階付けた作業活動の指導が行え

るが福祉用具の選定・適合についても身体機能や環境とのマッチングが重要であり、特に実際

的なシミュレーションが必要である。

　例えば、全介助レベルの利用者について、リフト活用が有効であると予測されても、実際に

リフトを試用しないことには、スリングの選定や乗り移り方法についてはアセスメントが行え

ないことになる。

　介護福祉士も中間ユーザーとしての視点では、福祉用具の選定・適合が役割としては重要で

あるが、次の役割に集約できる。一つには、利用者の担当として、本人およびその家族、介助

者に直接働きかけ、福祉用具導入から、活用までを支援するセラピストの役割。二つには、福

祉用具に関与する専門職として、他職種、福祉用具メーカー、機関、団体等に対して、福祉用

具の利用情報の提供やなどの役割もある。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。
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１．福祉用具とは

　福祉用具という名称は 1993 年 4月に成立した「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す

る法律」で示された。その定義は「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある老人、

または心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具、およびこれらの者の機能訓練のための

用具ならびに補装具」である。それまでは、リハビリテーション機器や福祉機器などのさまざ

まな呼び方があり、法律的にも未整備であった。

　日本リハビリテーション医学会はＩＳＯ/ＴＣ173 の国内審議団体となり、1991 年にＪＩ

Ｓ用語原案を検討し、福祉関連機器用語「リハビリテーション機器部門」ＪＩＳ Ｔ0102-1991

を制定した。

　内容はＩＳＯとの整合性を取りつつ、日本独自の状況も加味された。その後ＩＳＯが改定さ

れるとＪＩＳも 1998 年に改定され、義肢・装具部門は別にＪＩＳ Ｔ0101-1997 となった。

　テクノエイド協会では、福祉用具の普及には、体系化した機器情報の普及こそが重要との観

点から分類コードを策定しデータベース化し、福祉用具分類コード 95（ＣＣＴＡ95）を作成

した。その後、国内では 2000 年に介護保険法が施行され、福祉用具の貸与・購入がはじまった。

　身体障害者については、身体障害者手帳による給付事業が 2006 年には障害者自立支援法に

よる補装具の給付事業に変わり、高齢者・障害者に対する福祉用具の支給・給付についても新

しくなった。

（１）介護保険における福祉用具

　介護保険の福祉用具は福祉用具貸与（レンタル）と購入品に分けられる。事前にケアマネー

ジャに介護認定を受けて、要介護 2-5 と認められた場合に貸与を受けることができる。それ以

外は原則利用が認められていないが、日常的に歩行が困難な人、日常生活範囲における移動の

支援がとくに必要と認められた場合には使える場合がある。

　介護認定後、ケアマネージャがケアプランを作成し、ケアプランに基づき、福祉用具貸与事

業者である福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成し、ケアマネージャや本人や

家族に提案し、その後本人と契約し、福祉用具を貸与する。　

　介護保険で貸与や購入品にあたる用具は項目が決められている。貸与品では、車椅子、車椅

子付属品（車椅子クッション、電動補助装置など）、特殊寝台、特殊寝台の付属品（マットレス、

スライディングボードなど）、褥瘡予防用具（エアーマット、ウォーターマットなど）、体位変換機、

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖（T 字杖、4 点杖ほか）、認知症老人徘徊感知器、移動

用リフト（立ち上がり座椅子）入浴リフト，段差解消機）、自動排泄処理装置になる。購入品目は、

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴用補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊

り具になる。

（２）自立支援の福祉用具とシーティングの考え方

　ここでは、福祉用具を自立的に活用する際の考え方などを含めて解説する。

　利用者の自立生活が福祉用具活用のもっとも重要な視点となる。残存機能を生かし、適切な

福祉用具を活用することで障害が重度であっても、自立な生活が営めることを目標とする。そ

のためにはリハビリテーション・ゴールの短期目標に支援する生活と合わせて福祉用具の使用

法の指導や操作方法の練習を入れる必要がある。介護保険であれば、ケアプランに福祉用具の

選択・適合方法についての項目を入れる必要がる。

　次に、福祉用具の目的は介助者の健康・安全を守ることである。ＩＳＯの労働ガイドラインに

一人の人がリフティングできる重量を 20kg までとしている。　

理由は介助者の腰痛予防と利用者の転倒などの予防である。このことは移乗が全介助の際はリ

フトなどの移乗用具の使用と腰痛予防ベルトなどの使用を義務付けることになる。

（３）介護福祉士における福祉用具使用の視点

　ＩＣＦのアセスメントでは、各項目について促進因子、阻害因子の判断をおこなう。その中で、

障害がある中で用具を使わなくともできる動作、用具を使うことで有利になる動作はなにかを

チェックする。

　また、生活の中では用具を使う練習が必要となり、利用者本人が使いこなせる、介助者が使

いこなせるかなどのチェックを行う。福祉用具を使用する時期については、生活の中で訓練的

に使用するのか、生活支援として使用するのか判断が必要である。

　介護福祉士は指導・訓練の中で利用者の能力と合わせて、段階付けた作業活動の指導が行え

るが福祉用具の選定・適合についても身体機能や環境とのマッチングが重要であり、特に実際

的なシミュレーションが必要である。

　例えば、全介助レベルの利用者について、リフト活用が有効であると予測されても、実際に

リフトを試用しないことには、スリングの選定や乗り移り方法についてはアセスメントが行え

ないことになる。

　介護福祉士も中間ユーザーとしての視点では、福祉用具の選定・適合が役割としては重要で

あるが、次の役割に集約できる。一つには、利用者の担当として、本人およびその家族、介助

者に直接働きかけ、福祉用具導入から、活用までを支援するセラピストの役割。二つには、福

祉用具に関与する専門職として、他職種、福祉用具メーカー、機関、団体等に対して、福祉用

具の利用情報の提供やなどの役割もある。

　シーティングの目的は、一般的には 10 項目に分けられる。身体機能面に効果を及ぼす項目で

６項目、ＡＤＬ,ＩＡＤＬに関する項目で４項目に分ける。項目の内容はシーティングの運動学や

生理学の知識があると理解されやすいが、ここでは簡略な説明であり詳細を理解したい学生は

解剖学、運動学、生理学の図書などを参照するよい。特にシーティングの目的は二次障害の予

防として、自立支援と予防が大きな目的となる。

① 心肺機能の改善：

　人は寝ていると心臓の動きは小さくてよいが、起きて動き出すと心臓の動きは早くなる。急

に走ると心臓がどきどきして苦しくなるのは心臓に無理な負荷がかかり走ることをやめるよう

に生理的な対応である。

　障害がありいわゆる「寝たきり」になると心臓は寝ている臥床した状態で身体の横方向への

み血液を送ることになり、負担が少ないためにそれになれてしまう。

　そのため、急に座らせたりすると「起立性低血圧」として目がくらむ、吐き気がする、頭が

ぼんやりする、重症では気を失うなどの症状がでて座ることすらできなくなる。その原因は座

ると血液を脳まで上に向けて送る必要があり、心臓や血管が急に負荷がかかり対応できない状

況である。

　シーティングの考え方からすると一日３回以上、快適な座位姿勢が確保されて食事や活動が

行えると起立性低血圧になることは少ないということである。しかしながら、起立性低血圧症

　　のある場合は医師や医療職と一緒に対応しなければならない。

　肺の機能では、寝たきりになると呼吸運動が低下する。呼吸運動は換気のための肺の拡張・

収縮であり、このように胸腔の容積変化により受動的に行われる。胸腔の容積を変動させてい

るのは、おもに横隔膜と肋間筋であり、呼吸運動はこの２つの筋肉の収縮・弛緩運動によりお

こる。

　そのために寝ている姿勢では座った時よりもこの運動が少し妨げられるために肺活量が低下

するとされている。また、呼吸器系の廃用症候群としては、気道抵抗増大、咳嗽（がいそう）

機能低下として咳機能の低下、誤嚥性肺炎、肺塞栓などが起こりやすい。

② 消化・排泄機能の改善

　食べること排泄することは人の生命維持の基本であり、そこに問題が起こると命の問題とも

なる。口から食べて、食べ物を消化して排泄する営みは座位姿勢が基本である。

　「寝たきり」状態では多くは、臥床した姿勢で食べたり、おむつなどに排泄したりすることが

多い。そうすると栄養の消化吸収が低下し、また、腸の蠕動（ぜんどう）運動が低下し便秘状

態になる。

　シーティングではできる限り、クライエントの座った状態をつくり食べることや排泄するこ

とを促す。障害のある子どもでは小便や大便をするための排泄用椅子も補装具の制度で必要な

場合は給付も行う。

③ 脊柱起立筋の筋力維持・強化と姿勢制御

　人は生まれてから、３か月程度で首がすわり６か月程度でお座りができ 12 か月近くで立つこ

とが可能になる。これらは骨格が成長することと、抗重力筋といわれる地球の重力に対抗して

座ったり立ったりする筋肉が発達するためである。

　成人では 1 週間程度、病気などで寝たきりになる身体全体の筋肉量が減少し、立つことや歩

くことが難しくなる。高齢者であれば風邪を引き、数日寝込んだことで筋力低下が進み「寝た

きり」状態へ移行することが多い。

　そのため、座らせることが重要であり、座れると立位をとることも検討する。脊柱起立筋は

背骨の両側についている筋肉であり、おなか側の腹筋と合わせて一緒に働くことで座位姿勢の

確保が可能になる。

　抗重力筋は座ったり立ったりするために無意識に動く筋肉であり下肢を含めて全身にある。

姿勢制御とは脳の支配により骨格や筋肉をコントロールして座ること、立つこと、歩くことな

どである。これらは、成長と合わせて発達するが、高齢になり筋力が衰えたりすると低下する

ことが多い。　

　そのため「寝たきり」ではより進行することが多い。予防としては毎日安定した姿勢で座る

ことであり、シーティングの対応が必要である。　

④ 発達の促進と二次障害の予防

　発達の促進とは障害のある子供たちは障害のために一般的な身体の成長や発育が難しい場合

が多く、障害程度や年齢に合わせて適切な座位環境が必要でありシーティングがその役割を担

う。

　二次障害の予防としては前述の廃用性症候群の予防と近いが、ここでは特に「寝たきり」状

態で問題になる拘縮、変形、褥瘡の予防について解説する。

　拘縮（こうしゅく、英 : contracture）：専門的には、関節部を包む関節包および関節包以外の

関節を構成する軟部組織（血管や筋組織、神経組織など）が変化し、可動域制限を起こした状

態のことを言う。

　一般的には怪我や病気などにより長期間身体を動かしていない状態が続くことで関節が硬く

なり、動きが悪くなる状態のことを指し、「寝たきり」状態で発生することが多い。

また、脳梗塞による片マヒでも起こる。変形（へんけい　英：deformation）: 背骨の彎曲（わんきょ

く）異常をいい、矢状面（側面）からみた変形（前彎症と後彎症）および前額面（正面）から

みた変形（側彎症）が代表的で、これらに捻転（ねんてん）の加わったものもある。

　一般に成人の脊柱は頸（けい）部と腰部が前彎（前方に凸）し、胸部と仙部は後彎（後方に凸）

しているが、これを生理的彎曲といい、脊柱変形とはその範囲や程度が異常ないし病的に増大

したものである。

　これらも「寝たきり」状態の不適切な臥位姿勢、座位姿勢で発生することが多く、適切な座

位姿勢をとるためのシーティングが必要である。

　褥瘡（じょくそう　英：pressure ulcer）寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所

の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができ

てしまうことである。 一般的に「床ずれ」ともいわれている。

　発生機序は身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流の低下、あるいは停止

させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血障害に陥り褥瘡になる。褥瘡

は「寝たきり」状態で発生することが多く、一日数回以上のシーティングよる適切な座位姿勢

をとることで予防や改善を促進することが可能である。

⑤ 摂食・咀嚼・嚥下（せっしょく・そしゃく・えんげ）の改

　「寝たきり」状態では臥床して食べることが多いため、ひいては誤嚥性　肺炎を繰り返し、亡

くなることが多い。そのため食べることは、フレイル予防の栄養摂取から寝たきりによる誤嚥

性肺炎まで広い範囲に関係する。

　口からの栄養摂取が不十分な寝たきり状態では、胃ろうなどが行われる。　

咀嚼は噛むことであり、座位が取れないと噛むことは難しく、入れ歯などのかみ合わせも調整

されないと咀嚼は難しいことである。シーティングでは食事姿勢は足底部分が床にしっかり着

き、それから骨盤や体幹が支持され頭部が安定し、摂食・咀嚼・嚥下動作が可能になると考え

られている。

⑥ 目と手の協調性・上肢機能の改善

　字を書いたり、作業をしたり、パソコン操作は基本的には座って行う動作である。目と手の

協調性として基本座位姿勢が取れることで作業性が高まり、食事動作なども自立して行えるこ

とが多い。

　「寝たきり」状態であると目と手の位置が崩れるために動作が正確に行うことが難しくなる。

「寝たきり」状態ではベッド上でベッドの背を挙げて食事を行うことが多いが、そのために自分

で食事の摂取が難しくなる。ベッドから離れてシーティングの対応で座位姿勢が整うことで上

肢が使いやすくなる。

⑦ 食事・作業活動の拡大

　一般的な食事や作業活動は座位姿勢で行われる。「寝たきり」状態では、それらをベッド上や

臥位姿勢で行うことになり効率が悪い。また、前述の目と手の協調性の視点においても、ベッ

ドのギャッジアップ姿勢は不安定であり、食事動作では足底、臀部、体幹がしっかり保持され

る必要があり、ベッドを離れたシーティングの対応が必要である。

⑧ コミュニケーションの拡大

　人と人がコミュニケーションをとる際には、アイ・コンタクトやボディ・ランゲージも重要

である。臥位姿勢の人と座っている人ではお互いの目線は高さの違いもあり、コミュニケーショ

ンは正常には行いにくい。

　また、人との深い話は目線を合わせて会話することであり、介護現場でも目線を合わせての

コミュニケーションは重要視される。このように車椅子座位姿勢が整うと重度障害のある人で

もコミュニケーションの拡大が図れる。

⑨ 介護の容易化

　人は一般的には生活リズムが安定すると、食事時間や排泄のタイミングは１日の流れで決ま

ることが多い。「寝たきり状態」であると特に排泄はおむつにすることが多くなり介護負担とな

る。利用者がトイレに行きたくともナースコールがなってから時間がかかりおむつに排泄する

ことなる。　

　例えば、「排尿」する時間帯は食後のことや 1 時間程度後のことが多く、この時間帯に車椅子

シーティングの対応で座っていられるとトイレ移動を含めて介助がやりやすくなる。利用者の

自立支援と合わせて介護負担の軽減が重要である。

⑩ 社会参加、学校、就労

　ＩＣＦのところで社会参加の説明は加えてあるが、重度障害のある人が安定した座位保持が

可能であれば、車椅子による屋外の散歩やショッピングも可能であるが、「寝たきり」状態の場合、

屋外に出ること自体が難しくなる。障害のある子どもであればシーティングによる対応ができ

れば二次障害を予防しながら学業生活が可能である。

　また、脊髄損傷者の就労では、褥瘡の発生のために仕事を休むことや手術のために仕事を退

職することも多く社会参加の制限となることが多い。

－24－



Wh
ee
lch
air
 se
ati
ng

車椅子の理解

第3章



１．手動車椅子（ ＪＩＳ Ｔ 9201 2016

　手動車椅子は自走用と介助用の分類があり、自走用は標準形、室内形、座位変換形、スポー

ツ形、パワーアシスト形、特殊形がる。介助用は標準形、室内形、座位変換形、浴用形、パワー

アシスト形、特殊形がある。製造方法の分類ではレディメイド、モジュラー、オーダーメイド

がある。

２．自走用標準形車椅子

　ＪＩＳの分類として操作方法によるものに、自走用車椅子と介助用車椅子の分類がある（表

1）。自走用車椅子には、自走用標準形、自走用室内形、自走用座位変換形、自走用スポーツ形、

自走用パワーアシスト形、自走用特殊形、がある。介助用車椅子は、自走用車椅子に準じた分

類で介助者が操作するため後輪が小さい。

　介助用座位変換形のリクライニング車椅子は背角度が傾く機構がある。その他に介助用浴用

形車椅子などがある。自走用標準形は、モジュラー車椅子を含み、各部の調節、脱着及びフレー

ムの折りたたみ式は限定しないと記載されている。

　自走用と介助用の構造上の違いは、自走用の後輪は大径車輪（18 インチ以上）でハンドリ

ムがついており、介助用の後輪は中径車輪（12 インチ以上 18 インチ未満）のものを使いハ

ンドリムは取り付けられておらず、介助者が車椅子を操作する。自走用・介助用パワーアシス

ト形は簡易電動車椅子とも呼ばれ、操作の自立性、介助効率を高めたタイプである。

　そのほか自操用特殊形として特殊な方式の車椅子もある。補装具の分類は、普通型、リクラ

イニング普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手

駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型Ａ,Ｂ　車椅子リクライニン

グ式手押し型に分類される。分類については、現在使われることが少ない型式もある。補装具

の普通型車椅子はＪＩＳ分類の自走用車椅子と同じ形式になる。

　一般的に用いる自走用車椅子では、後輪にハンドリムを装備し、バックサポートの種類は、

固定式、着脱式、折りたたみ式及びこれらと同等の方式であり、特別な座位保持具はなく、任

意にバックサポート角度（θB）が変えられないもので、前輪はキャスタ、後輪は大径車輪１）

の４輪で構成したもの。日常生活用で特殊な使用目的のものは除く。

また、モジュラー式車椅子を含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定し

ない。

　レディメイドの自走用標準形車椅子は一般的に調整できる部位はフットサポートの高さ調整

のみで欧米では運搬用とされることが多い。

　ここでは、車椅子の 分類、 構造と各部名称を理解することで、車椅子シーティング

との関連を理解する。

第３章　車椅子の理解
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１．手動車椅子（ ＪＩＳ Ｔ 9201 2016

　手動車椅子は自走用と介助用の分類があり、自走用は標準形、室内形、座位変換形、スポー

ツ形、パワーアシスト形、特殊形がる。介助用は標準形、室内形、座位変換形、浴用形、パワー

アシスト形、特殊形がある。製造方法の分類ではレディメイド、モジュラー、オーダーメイド

がある。

２．自走用標準形車椅子

　ＪＩＳの分類として操作方法によるものに、自走用車椅子と介助用車椅子の分類がある（表

1）。自走用車椅子には、自走用標準形、自走用室内形、自走用座位変換形、自走用スポーツ形、

自走用パワーアシスト形、自走用特殊形、がある。介助用車椅子は、自走用車椅子に準じた分

類で介助者が操作するため後輪が小さい。

　介助用座位変換形のリクライニング車椅子は背角度が傾く機構がある。その他に介助用浴用

形車椅子などがある。自走用標準形は、モジュラー車椅子を含み、各部の調節、脱着及びフレー

ムの折りたたみ式は限定しないと記載されている。

　自走用と介助用の構造上の違いは、自走用の後輪は大径車輪（18 インチ以上）でハンドリ

ムがついており、介助用の後輪は中径車輪（12 インチ以上 18 インチ未満）のものを使いハ

ンドリムは取り付けられておらず、介助者が車椅子を操作する。自走用・介助用パワーアシス

ト形は簡易電動車椅子とも呼ばれ、操作の自立性、介助効率を高めたタイプである。

　そのほか自操用特殊形として特殊な方式の車椅子もある。補装具の分類は、普通型、リクラ

イニング普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手

駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型Ａ,Ｂ　車椅子リクライニン

グ式手押し型に分類される。分類については、現在使われることが少ない型式もある。補装具

の普通型車椅子はＪＩＳ分類の自走用車椅子と同じ形式になる。

　一般的に用いる自走用車椅子では、後輪にハンドリムを装備し、バックサポートの種類は、

固定式、着脱式、折りたたみ式及びこれらと同等の方式であり、特別な座位保持具はなく、任

意にバックサポート角度（θB）が変えられないもので、前輪はキャスタ、後輪は大径車輪１）

の４輪で構成したもの。日常生活用で特殊な使用目的のものは除く。

また、モジュラー式車椅子を含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定し

ない。

　レディメイドの自走用標準形車椅子は一般的に調整できる部位はフットサポートの高さ調整

のみで欧米では運搬用とされることが多い。

３．車椅子と移乗方法の関係

　レディメイドの自走用標準形車椅子の移乗方法は前方移乗で立位移乗の自立か介助のみしか

ない。

　車椅子シーティングのアセスメントで 移乗方法の 評価を 行うことはクライエントの自立度 

と 介助 者 の安全性を高めることになる。医療機関における転倒転落事故はベッドと車椅子間

が一番 多く、事故をきっかけに寝たきりになる高齢者も多い。 介助者の腰痛予防や負担の軽減

に はリフト活用が 重要であ り、リフトの選定適合方法を理解することは医療福祉領域全体の

課題である。

　ここでは、立位による移乗方法とその限界、移乗用具を使用した 移乗方法のアセスメント 

が必要である。

※注 １

車輪の大きさで、小径車輪 は 12 インチ 未満、 中径車輪 は 12 インチ 以上 18 未満、 大径

車輪 は 18 インチ 以 上を指す。
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表１．車椅子 形式分類の定義（ JIS T 9201:2016 を改変引用）
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４．車椅子の座位姿勢

・基本座位姿勢 と車 椅子 座位姿勢（ 図 ９）

　椅子に座るときに姿勢は、横からみると、椅子に深く腰掛けて腰の部分が椅子の背で支えら

れ、床に踵がしっかり付き、股関節部、膝関節部、足関節部が約 90 度に近い姿勢で ある。 また、

正面からみると、頭部が真直ぐで、左右の肩や膝の高さが対照的な位置にある。

　人が椅子に座るときの基本座位姿勢 は、矢状面（側面）では、椅子に深く腰掛けて、骨盤

上部と腰椎下部が椅子の背で支えられた状態である。下肢は床に踵がしっかり付きまた、前額

面（正面）では、頭部が垂直位で左右の眼裂や、左右の肩や腸骨稜、膝の高さが対称的な位置

にある。

　この指標となる椅子座位姿勢は骨盤の位置が重要で、この姿勢から骨盤が前傾（前方に傾く）

すると食事や作業活動の姿勢となる。

　また、この姿勢から骨盤が後傾（後方へ傾く）すると休息時の姿勢となる。 基本座位姿勢は 

固定されたものではなく、ニュートラルなポジションである。 車椅子座位は、車椅子が運搬用

として考えられているために、座角度が ２ ５ °程度あり、フット・レッグサポートも 70 程

度あるためにはじめから基本座位姿勢はとれずに筋力低下や寸法が合わない場合は座ったすぐ

に 姿勢が崩れる。

図９．椅子座位姿勢と車椅子の座位姿勢
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５．車椅子の走行 操作

　車いす操作方法は自走用車椅子による自走と介助、介助用車椅子による介助、電動車椅子に

よる自走と介助がある。ここでは、利用者による自走用車いすの駆動方法に限定して解説する。

（１）駆動方法

　車椅子駆動の方法は、両上肢駆動、下肢駆動、片手片足駆動の３つの方法がある。次に駆動

のしやすさは、利用者を含めた車椅子の転がり抵抗と利用者の発揮する駆動のための力が効率

よく伝わるかで決まる。

　利用者が必要最小限の力で車いすを駆動するためには、利用者と駆動輪／ハンドリムとの位

置関係、上下肢の動作性などが関連してくる。

　まず、利用者がもっている力を十分に発揮できる駆動姿勢が取れていることが必要である。

駆動は上肢や下肢だけでするのではなく、上下肢の機能を充分に発揮できる安定した体幹が必

要になる。体幹の安定性が身体機能で補えない場合には、姿勢保持の配慮が必要になる。

　車椅子側では、車椅子全体重量の軽量化、車輪径の大きな駆動輪へ荷重比率を大きくする、

駆動輪、キャスタと床接触面との適切な摩擦を確保するなどを考える必要がある。また、車椅

子の駆動輪のハブに巻きついた髪の毛や埃などは抵抗を大きくしてしまう可能性がある。

（２）上肢駆動

　上肢駆動は、ハンドリムにより車輪を直接回すことで、推進力を車いすに伝える。効率よく

駆動するためには、上肢駆動が１サイクル終わった最後の姿勢が、最初の姿勢に戻れているこ

とが重要である。

　上肢駆動は、手とハンドリムの接触する範囲を大きくすることで駆動効率を上げることがで

き、概ね上肢を脱力して垂直に下げた時に上肢が車軸を通る垂線上に位置し、ハンドリムを握っ

た時に肘関節が屈曲 80～ 60°の位置になる。

　この姿勢は、①肩、肘、手関節の可動域、②肩に対するハンドリムの高さ、③肩に対する駆動

輪の位置に関連し、利用者の座位姿勢、ハンドリム／車輪径、車軸位置で変わる。また、前額

面から見た場合は、体幹からハンドリムの位置が遠いと、肩／上肢への負担が大きくなる。

（３）下肢駆動

　下肢駆動は、足が地面を後下方に蹴りだす力が、膝、大腿を前方に引き出す力となり、シー

ト面との摩擦などにより車椅子を前方に動かす力に変わる。

　推進力は下肢が床面と接触しているときに発生し、この力が効率よく車いすに伝わるように

配慮する。足の、床への設置面の後下方への合力を大きくすることで、蹴る力を大きくする。

　その方法はいくつかある。①下肢を床に垂直に下ろして、足関節の底屈筋と足指屈筋で床に

強く押し付けて駆動する。②体幹を前傾させて身体の重心を前方に移動させ、足部の荷重を大

きくさせるとともに、坐骨への荷重を大きくし臀部とシート面の摩擦を大きくして臀筋、ハム

ストリングの効率を上げる方法。③下肢を強く振り下ろして踵を床にぶつけて進む方法。④上肢

を併用する方法などである。

　どのような方法で足駆動を行なうのか（体幹を含めどのような機能が使えるか）で車いすを

どのように設定するのかを考える。

　利用者が発揮する駆動力を車いすの推進力に伝達する臀部／大腿部とシート面との摩擦力を

挙げるために、まず、骨盤を起こして坐骨に充分に荷重し骨盤が前方に滑りにくくし、同時に

ハムストリングが骨盤を前方に引き出す力を最小限にする。

　障害により骨盤や体幹を前傾することが困難な場合には、車椅子側がその機能を補えるよう

に配慮する必要がある。車椅子の配慮点としては、骨盤の後傾を押さえるバックサポート形状

と骨盤の前方への滑りを止めるアンカーシートが効果的である。

（４）車椅子の取り扱いとリスクマネジメント

① リスクマネジメント（risk management）

　経営活動に生じるさまざまな危険を、最少の費用で最小限に抑えようとする管理手法で、危

　機管理．危険管理、リスク管理からなる。

　また、事故対応、事故予防が含まれる。介護福祉士は「事故」の発生する背景や特徴を知り、「安

　全な支援」のための「情報利用」や「仕組みづくり」関わる必要がある。

② 1995 年の PL 法の施行により、製造物に対する責任が定められた．「製造物」とは、部品

　または原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことで、自助具や装具の作成はこの対象と

　なる。

　簡易的に車椅子クッションを作製することは本来 PL 法の対象となるために手作りのクッ    

　ションなどの製作は問題があり褥瘡予防などはできない。

　日本工業規格ＪＩＳＴ14971-ＩＳＯ14971「医療機器ーリスクマネジメントの医　療機器

　への適用があり、製品を製作する製造事業者を対象とするが、介護福祉士は福祉用具を製品

　として利用する「中間ユーザー」であり、自助具などの「製造業」の立場をとることにもなる。
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５．車椅子の走行 操作

　車いす操作方法は自走用車椅子による自走と介助、介助用車椅子による介助、電動車椅子に

よる自走と介助がある。ここでは、利用者による自走用車いすの駆動方法に限定して解説する。

（１）駆動方法

　車椅子駆動の方法は、両上肢駆動、下肢駆動、片手片足駆動の３つの方法がある。次に駆動

のしやすさは、利用者を含めた車椅子の転がり抵抗と利用者の発揮する駆動のための力が効率

よく伝わるかで決まる。

　利用者が必要最小限の力で車いすを駆動するためには、利用者と駆動輪／ハンドリムとの位

置関係、上下肢の動作性などが関連してくる。

　まず、利用者がもっている力を十分に発揮できる駆動姿勢が取れていることが必要である。

駆動は上肢や下肢だけでするのではなく、上下肢の機能を充分に発揮できる安定した体幹が必

要になる。体幹の安定性が身体機能で補えない場合には、姿勢保持の配慮が必要になる。

　車椅子側では、車椅子全体重量の軽量化、車輪径の大きな駆動輪へ荷重比率を大きくする、

駆動輪、キャスタと床接触面との適切な摩擦を確保するなどを考える必要がある。また、車椅

子の駆動輪のハブに巻きついた髪の毛や埃などは抵抗を大きくしてしまう可能性がある。

（２）上肢駆動

　上肢駆動は、ハンドリムにより車輪を直接回すことで、推進力を車いすに伝える。効率よく

駆動するためには、上肢駆動が１サイクル終わった最後の姿勢が、最初の姿勢に戻れているこ

とが重要である。

　上肢駆動は、手とハンドリムの接触する範囲を大きくすることで駆動効率を上げることがで

き、概ね上肢を脱力して垂直に下げた時に上肢が車軸を通る垂線上に位置し、ハンドリムを握っ

た時に肘関節が屈曲 80～ 60°の位置になる。

　この姿勢は、①肩、肘、手関節の可動域、②肩に対するハンドリムの高さ、③肩に対する駆動

輪の位置に関連し、利用者の座位姿勢、ハンドリム／車輪径、車軸位置で変わる。また、前額

面から見た場合は、体幹からハンドリムの位置が遠いと、肩／上肢への負担が大きくなる。

（３）下肢駆動

　下肢駆動は、足が地面を後下方に蹴りだす力が、膝、大腿を前方に引き出す力となり、シー

ト面との摩擦などにより車椅子を前方に動かす力に変わる。

　推進力は下肢が床面と接触しているときに発生し、この力が効率よく車いすに伝わるように

配慮する。足の、床への設置面の後下方への合力を大きくすることで、蹴る力を大きくする。

　その方法はいくつかある。①下肢を床に垂直に下ろして、足関節の底屈筋と足指屈筋で床に

強く押し付けて駆動する。②体幹を前傾させて身体の重心を前方に移動させ、足部の荷重を大

きくさせるとともに、坐骨への荷重を大きくし臀部とシート面の摩擦を大きくして臀筋、ハム

ストリングの効率を上げる方法。③下肢を強く振り下ろして踵を床にぶつけて進む方法。④上肢

を併用する方法などである。

　どのような方法で足駆動を行なうのか（体幹を含めどのような機能が使えるか）で車いすを

どのように設定するのかを考える。

　利用者が発揮する駆動力を車いすの推進力に伝達する臀部／大腿部とシート面との摩擦力を

挙げるために、まず、骨盤を起こして坐骨に充分に荷重し骨盤が前方に滑りにくくし、同時に

ハムストリングが骨盤を前方に引き出す力を最小限にする。

　障害により骨盤や体幹を前傾することが困難な場合には、車椅子側がその機能を補えるよう

に配慮する必要がある。車椅子の配慮点としては、骨盤の後傾を押さえるバックサポート形状

と骨盤の前方への滑りを止めるアンカーシートが効果的である。

（４）車椅子の取り扱いとリスクマネジメント

① リスクマネジメント（risk management）

　経営活動に生じるさまざまな危険を、最少の費用で最小限に抑えようとする管理手法で、危

　機管理．危険管理、リスク管理からなる。

　また、事故対応、事故予防が含まれる。介護福祉士は「事故」の発生する背景や特徴を知り、「安

　全な支援」のための「情報利用」や「仕組みづくり」関わる必要がある。

② 1995 年の PL 法の施行により、製造物に対する責任が定められた．「製造物」とは、部品

　または原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことで、自助具や装具の作成はこの対象と

　なる。

　簡易的に車椅子クッションを作製することは本来 PL 法の対象となるために手作りのクッ    

　ションなどの製作は問題があり褥瘡予防などはできない。

　日本工業規格ＪＩＳＴ14971-ＩＳＯ14971「医療機器ーリスクマネジメントの医　療機器

　への適用があり、製品を製作する製造事業者を対象とするが、介護福祉士は福祉用具を製品

　として利用する「中間ユーザー」であり、自助具などの「製造業」の立場をとることにもなる。
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５．車椅子の走行 操作

　車いす操作方法は自走用車椅子による自走と介助、介助用車椅子による介助、電動車椅子に

よる自走と介助がある。ここでは、利用者による自走用車いすの駆動方法に限定して解説する。

（１）駆動方法

　車椅子駆動の方法は、両上肢駆動、下肢駆動、片手片足駆動の３つの方法がある。次に駆動

のしやすさは、利用者を含めた車椅子の転がり抵抗と利用者の発揮する駆動のための力が効率

よく伝わるかで決まる。

　利用者が必要最小限の力で車いすを駆動するためには、利用者と駆動輪／ハンドリムとの位

置関係、上下肢の動作性などが関連してくる。

　まず、利用者がもっている力を十分に発揮できる駆動姿勢が取れていることが必要である。

駆動は上肢や下肢だけでするのではなく、上下肢の機能を充分に発揮できる安定した体幹が必

要になる。体幹の安定性が身体機能で補えない場合には、姿勢保持の配慮が必要になる。

　車椅子側では、車椅子全体重量の軽量化、車輪径の大きな駆動輪へ荷重比率を大きくする、

駆動輪、キャスタと床接触面との適切な摩擦を確保するなどを考える必要がある。また、車椅

子の駆動輪のハブに巻きついた髪の毛や埃などは抵抗を大きくしてしまう可能性がある。

（２）上肢駆動

　上肢駆動は、ハンドリムにより車輪を直接回すことで、推進力を車いすに伝える。効率よく

駆動するためには、上肢駆動が１サイクル終わった最後の姿勢が、最初の姿勢に戻れているこ

とが重要である。

　上肢駆動は、手とハンドリムの接触する範囲を大きくすることで駆動効率を上げることがで

き、概ね上肢を脱力して垂直に下げた時に上肢が車軸を通る垂線上に位置し、ハンドリムを握っ

た時に肘関節が屈曲 80～ 60°の位置になる。

　この姿勢は、①肩、肘、手関節の可動域、②肩に対するハンドリムの高さ、③肩に対する駆動

輪の位置に関連し、利用者の座位姿勢、ハンドリム／車輪径、車軸位置で変わる。また、前額

面から見た場合は、体幹からハンドリムの位置が遠いと、肩／上肢への負担が大きくなる。

（３）下肢駆動

　下肢駆動は、足が地面を後下方に蹴りだす力が、膝、大腿を前方に引き出す力となり、シー

ト面との摩擦などにより車椅子を前方に動かす力に変わる。

　推進力は下肢が床面と接触しているときに発生し、この力が効率よく車いすに伝わるように

配慮する。足の、床への設置面の後下方への合力を大きくすることで、蹴る力を大きくする。

　その方法はいくつかある。①下肢を床に垂直に下ろして、足関節の底屈筋と足指屈筋で床に

強く押し付けて駆動する。②体幹を前傾させて身体の重心を前方に移動させ、足部の荷重を大

きくさせるとともに、坐骨への荷重を大きくし臀部とシート面の摩擦を大きくして臀筋、ハム

ストリングの効率を上げる方法。③下肢を強く振り下ろして踵を床にぶつけて進む方法。④上肢

を併用する方法などである。

　どのような方法で足駆動を行なうのか（体幹を含めどのような機能が使えるか）で車いすを

どのように設定するのかを考える。

　利用者が発揮する駆動力を車いすの推進力に伝達する臀部／大腿部とシート面との摩擦力を

挙げるために、まず、骨盤を起こして坐骨に充分に荷重し骨盤が前方に滑りにくくし、同時に

ハムストリングが骨盤を前方に引き出す力を最小限にする。

　障害により骨盤や体幹を前傾することが困難な場合には、車椅子側がその機能を補えるよう

に配慮する必要がある。車椅子の配慮点としては、骨盤の後傾を押さえるバックサポート形状

と骨盤の前方への滑りを止めるアンカーシートが効果的である。

（４）車椅子の取り扱いとリスクマネジメント

① リスクマネジメント（risk management）

　経営活動に生じるさまざまな危険を、最少の費用で最小限に抑えようとする管理手法で、危

　機管理．危険管理、リスク管理からなる。

　また、事故対応、事故予防が含まれる。介護福祉士は「事故」の発生する背景や特徴を知り、「安

　全な支援」のための「情報利用」や「仕組みづくり」関わる必要がある。

② 1995 年の PL 法の施行により、製造物に対する責任が定められた．「製造物」とは、部品

　または原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことで、自助具や装具の作成はこの対象と

　なる。

　簡易的に車椅子クッションを作製することは本来 PL 法の対象となるために手作りのクッ    

　ションなどの製作は問題があり褥瘡予防などはできない。

　日本工業規格ＪＩＳＴ14971-ＩＳＯ14971「医療機器ーリスクマネジメントの医　療機器

　への適用があり、製品を製作する製造事業者を対象とするが、介護福祉士は福祉用具を製品

　として利用する「中間ユーザー」であり、自助具などの「製造業」の立場をとることにもなる。
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ワークショップ
車椅子シーティングの基本事項

第4章



　座位不適合座位体験 、第１章 ３ 章 で学 習した内容に関連した課題ついて、グルー

プに分かれて 行い 、 グループごとに発表 し、最後に講師による 講評 を 行う。

第４章　ワークショップ 車椅子シーティングの基本事項
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１．シーティング分野で必要な身体機能

（１）身体についての用語

　一般的に車いす座位は走行性に合わせた姿勢が基本にあり、次に車いす操作、食事や作業活

動がある。車いすシーティングでは椅子座位姿勢を理解することが重要である。

　身体が車いすや座面に対してどのような位置になっているか把握するためには、体表解剖、

そして触知できるランドマーク（目印）を知る必要がある。ここでは、身体の動きを運動学的

に理解することと、代表的な関節の動きについて説明し、姿勢の三次元の変化が理解できるよ

うにする。

（２）姿勢（Posture）とは

　運動学では姿勢を定義するときには、構えと体位の２つに大別する。

　構え（Attitude）：構えは頭部、体幹、四肢の身体各部位の相対的位置関係を意味する。例えば、

上肢外転位、体幹前屈位といった形で表現される。

　体位（Position）：体位は身体が重力の方向とどのような関係にあるかを示　　すもので、

立位、腹臥位などと表される。機能的立場から、姿勢は静的姿勢（static posture）と動的姿勢

（dynamic posture）の２つに分けられる。ここでは、静的椅子座位姿勢を解説する。

（３）基本肢位（図１０）

　基本的立位姿勢で顔面を正面に向けて、両上肢を体側に下垂して手掌を体側にむけ、下肢は

平行、踵を密着させてつま先を軽く開いた直立位を指す。そのほかに解剖学的立位肢位は基本

的立位肢位から前腕を回外して手掌を前方に向けた直立位を指す。運動を表す面として、以下

の３つがある。

　・基本矢状面：身体を前から後ろに通り、左右に２分する垂直面のこと。

　・基本前額面：身体を前後に２分する垂直面のこと。

　・基本水平面：身体を上下に２分する面のこと。

　基本座位姿勢は、矢状面では脊柱のカーブが保たれる頚椎の前彎、胸椎の後彎、腰椎の前彎、

股関節、膝関節、足関節が見かけ上約 90度、踵が床にしっかり着く位置である。

　前額面では頭部が正中位で、左右の眼裂、肩、肘、膝の高さが左右対称な位置にある。水平

面では体幹の回旋がない位置にある。

運動軸として次の３つがある。垂直軸：垂直方向の軸で、運動の面は水平面である。

　・矢状―水平軸：前後方向の軸で、運動面は前額面である。

　・前額―水平軸：矢状面に対して直角、左右方向の軸で、運動面は矢状面である。

　ここでは、車椅子シーティングに必要な身体機能として座位姿勢における解剖、体

表の区分、人体の骨格、人体の筋、ついて学習する 。

第５章　シーティングに必要な身体機能の理解
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１．シーティング分野で必要な身体機能

（１）身体についての用語

　一般的に車いす座位は走行性に合わせた姿勢が基本にあり、次に車いす操作、食事や作業活

動がある。車いすシーティングでは椅子座位姿勢を理解することが重要である。

　身体が車いすや座面に対してどのような位置になっているか把握するためには、体表解剖、

そして触知できるランドマーク（目印）を知る必要がある。ここでは、身体の動きを運動学的

に理解することと、代表的な関節の動きについて説明し、姿勢の三次元の変化が理解できるよ

うにする。

（２）姿勢（Posture）とは

　運動学では姿勢を定義するときには、構えと体位の２つに大別する。

　構え（Attitude）：構えは頭部、体幹、四肢の身体各部位の相対的位置関係を意味する。例えば、

上肢外転位、体幹前屈位といった形で表現される。

　体位（Position）：体位は身体が重力の方向とどのような関係にあるかを示　　すもので、

立位、腹臥位などと表される。機能的立場から、姿勢は静的姿勢（static posture）と動的姿勢

（dynamic posture）の２つに分けられる。ここでは、静的椅子座位姿勢を解説する。

（３）基本肢位（図１０）

　基本的立位姿勢で顔面を正面に向けて、両上肢を体側に下垂して手掌を体側にむけ、下肢は

平行、踵を密着させてつま先を軽く開いた直立位を指す。そのほかに解剖学的立位肢位は基本

的立位肢位から前腕を回外して手掌を前方に向けた直立位を指す。運動を表す面として、以下

の３つがある。

　・基本矢状面：身体を前から後ろに通り、左右に２分する垂直面のこと。

　・基本前額面：身体を前後に２分する垂直面のこと。

　・基本水平面：身体を上下に２分する面のこと。

　基本座位姿勢は、矢状面では脊柱のカーブが保たれる頚椎の前彎、胸椎の後彎、腰椎の前彎、

股関節、膝関節、足関節が見かけ上約 90度、踵が床にしっかり着く位置である。

　前額面では頭部が正中位で、左右の眼裂、肩、肘、膝の高さが左右対称な位置にある。水平

面では体幹の回旋がない位置にある。

運動軸として次の３つがある。垂直軸：垂直方向の軸で、運動の面は水平面である。

　・矢状―水平軸：前後方向の軸で、運動面は前額面である。

　・前額―水平軸：矢状面に対して直角、左右方向の軸で、運動面は矢状面である。

図１０．基本肢位（立位、座位）
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（４）身体の骨格筋　

　人体の骨格は約 200 個の骨からなり、大きく分けて頭蓋を形成する頭蓋骨、体幹を構成する

体幹の骨、上肢骨および下肢骨に分類される。胴幹骨は、脊柱、肋骨、胸骨に、上肢骨は上肢

帯と自由上肢骨に、下肢骨は下肢帯と自由下肢骨に分けられる。

【頭蓋骨】

　頭蓋骨は大小 23 個の骨からなっている。下顎骨以外は不動結合で連結されている。後頭部

の著明な隆起は外後頭隆起と呼ばれている。

【胴幹骨】

　脊柱、肋骨、胸骨からなる。脊柱は 32～ 34 個の椎骨からなる。７個の頸椎、12 個の胸椎、

５個の腰椎、５個の仙椎（通常は癒合して１個の仙骨）、３～５個の尾椎（癒合して１個の尾骨）

である。第７頸椎棘突起は、首の後方によく触れることができる。癒合していない椎骨の間に

は椎間板が入っている。

　脊柱は頸部と腰部では前方に凸状（前弯）で、胸部と仙骨部では後方に凹状（後弯）となっ

ている。四足動物に比べ腰椎前弯が著しいのはヒトの大きな特徴である。脊柱の内部には、中

枢神経である脊髄が上下に走行している。

【上肢骨】

　64 個の上肢帯と自由上肢帯の骨で構成されている。上肢帯は体幹と自由上肢帯を連結するも

ので、鎖骨と肩甲骨からなる。自由上肢骨には、上腕骨、前腕骨（橈骨、尺骨）、手の骨（手根骨、

中手骨、指骨）がる。

【下肢骨】

　下肢骨は、62 個の下肢骨と自由下肢骨の骨で構成されている。下肢帯は体幹と自由下肢骨を

連結するもので、寛骨からなる。

　寛骨は、腸骨、坐骨、恥骨を連結する軟骨が思春期に骨化して１つになったもので、仙骨、

尾骨とともに骨盤を形成している。自由下肢骨には、大腿骨、下腿骨 ( 膝骸骨、脛骨、腓骨 )、

足の骨（足根骨、中足骨、指骨）がある。

－38－



図１１．骨盤の解剖

【骨盤】

　車いすシーティングでは、椅子座位として骨盤の位置を理解することが大切であり、骨盤で

触知に必要なランドマークをあげる（図１１）。

　坐骨結節部は椅子座位で最も重要な部位である。両坐骨結節部は座面と臀部の間に手のひら

を入れると骨突出部として触知できる。

　上前腸骨棘は左右の腸骨稜を触れ、それを前方にたどると下方に突出しているところである。

上後腸骨棘は臀部直上の陥没部の皮下にあり、視覚的には、えくぼ状になっているために確認

しやすいが、触診では上前腸骨棘と比べると骨突出が小さく触診には熟達が必要である。側臥

位で上前腸骨棘から上後腸骨棘まで腸骨稜全体は皮下に触れることができる。

　骨盤の位置を把握するにはそのほかに、大腿骨大転子、尾骨、仙骨が上げられる。まっすぐ

の座位で坐骨結節、肛門の上部に尾骨、さらにその上の仙骨がある。骨盤の前額面での左右の

傾きは上前腸骨棘で行う。次に骨盤の矢状面、前後方向の傾きを上前腸骨棘、上後腸骨棘の高

さを比べる。
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図１２．骨格筋

２．全身の筋肉（図１２）　

　骨格を形成する骨に付着した筋は人間の運動をつかさどる役割になる。立つ、座る、歩く、

走るなどのすべてに筋活動が関与している。体表の筋名を理解することは、運動障害を理解す

る基本となる。ここでは車いす座位や走行、移乗に必要な主な筋の役割を紹介する。

【上肢帯の筋】

　上腕二頭筋は肘屈曲、上腕三頭筋は肘伸展の役割がある。三角筋は肩関節の屈曲・伸展・外

転を行う。

【下肢帯の筋】

　大殿筋は臀部の筋で歩行や座位で重要な筋であり、大殿筋が収縮すると股関節が伸展する。

大腿四頭筋は歩行に重要な筋であり、股関節の屈曲や膝関節の伸展の役割がある。

　また、車いすの足こぎや立ち上がり動作に必要な筋である。大腿二頭筋、半腱様筋と半膜様

筋を合せてハムストリングスという。坐骨結節から下腿骨に走る２関節筋であり、車いすの足

こぎや座位姿勢の安定に重要となる。
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１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

【体表の区分と触察部位】

　体表は頭部、頸部、体幹（胸部、腹部）、上肢（肩、上腕、肘、前腕、手　部）、下肢（大腿、膝、下腿、

足部）に分けられる。

【頭と頸部】

　境界線の前は下顎底に沿って両外側に走り、下顎角から下顎枝の後縁にそって顎関節まで上

行する。後ろは顎関節から乳様突起、上項線に沿って外後頭隆起に達する線に分けられる。

【頸部と胸部】

　鎖骨は視察、触診も容易で、頸部と胸部の境となる指標である。また上肢部の境界にもなる。

左右の鎖骨にはさまれた部分は胸骨と頸切痕であり境界線になる。背側では肩峰から第７頸椎

の棘突起へと引いた線によって境界としている。

【胸と腹部】

　胸骨を指で下方へなでたときに前方へ突出した部位が胸骨角である。さらに、胸骨下端には

剣状突起があり、これから肋骨弓にかけてのなだらかな線により胸と腹が分けられる。背部で

は肋骨弓から 12肋骨の下縁に沿って、第 12胸椎棘突起に達する線により分けられる。

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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シーティングに必要な運動学

第6章
１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。



１．立位姿勢における 筋と配置

　骨格筋といわれる筋肉が全身に配置されており、身体の動きは骨と骨に付着する筋の動きで

できている。骨と骨の間には関節がありそこが動く起点となる。

２．座位姿勢における筋

【骨盤の前傾に作用する筋】

 ・ 脊柱の伸筋－脊椎の伸展、骨盤前傾

 ・ 腸腰筋、内転筋－股関節屈曲、内転、骨盤前傾　起始：腸骨筋－腸骨内面、大腰筋－Th12  

　～ L4　小腰筋－Th12 ～ L1　　停止：大腿骨小転子

 ・ 大腿直筋－膝の伸展、股関節屈曲、骨盤前傾　　起始：下前腸骨棘、臼蓋上　縁、停止：膝

　蓋靭帯

 ・ 大腿筋膜張筋－股関節屈曲時は骨盤前傾　起始：上前腸骨棘、中殿筋膜、　停止：腸脛靭帯

【骨盤の後傾に作用する筋】

 ・ 腹筋群－脊柱の屈曲、骨盤後傾

 ・ 大殿筋－股関節の伸展、外転、骨盤後傾　　　起始：後殿線後部、腰背筋　　膜、仙骨、尾

　骨外側　停止：大腿骨上後面、ハムストリングス：－膝の屈曲、股関節伸展、大腿二頭筋

　起始：長頭－坐骨結節、短頭－大腿骨後下面　停止：腓骨頭　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 ・ 半膜様筋　　起始：坐骨結節　　　　停止：脛骨内側顆、膝窩靭帯　　　　　　　

 ・ 半腱様筋　　起始：坐骨結節　　　　停止：脛骨粗面　　

 ・ 大腿筋膜張筋－股関節伸展時は骨盤傾斜

　ここでは、「立つ 」 、 「 歩く 」 、 「 座る 」 、 「 寝る 」などの姿勢の変化や動きの 運動

学を 理解することであり、シーティング技術の基礎について学習する。

第６章　シーティングに必要な運動学

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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３．臥位姿勢における筋活動

　臥位姿勢では生命維持のために心臓の活動、血流を維持するための筋活動が無意識に作用す

る。また、呼吸も同様に胸郭の動きがある。

４．人体の関節可動域

　関節可動域と動きの方向

　関節可動域の測定法では基本肢位は概ね解剖学的立位肢位と一致する。関節の運動は直交す

る 3平面の前額面、矢状面、水平面を基本とする運動である。

　特にここでは、車いすシーティングで重要な頭部、体幹、股関節、膝関節、足関節の可動域

のみ表示する。頭部の重量は 5-6kg あるといわれており、頭部の位置が変わることで姿勢も

変化するために、角度の理解が必要である。股関節は椅子座位では骨盤の位置により角度が変

化し、股関節に屈曲制限があると車いすに座れないこともある。膝関節、足関節はフットサポー

トに足部を安定して乗せるために可動域の把握が必要となる。

・関節可動域のスタート姿位は基本的立位姿位で以下の呼び方がある。

【屈曲と伸展】

矢状面の運動で、肩関節や股関節で　は、体幹から前方への動きが屈曲、後方への動きが伸展。

【外転と内転】

前額面の運動で、体幹や手指の軸から遠ざかる動きが外転、近づく動きが内転

【外旋と内旋】

水平面の動きで、肩関節では上腕軸で外方へ回旋する動きが外旋

【回外と回内】

前腕で前腕軸を中心に外方へ回旋する動きが回外、内方へ回旋が回内

【水平屈曲と水平伸展】

肩関節 90°外転位にて前方への動きが水平屈曲、後方へ水平伸展

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

【挙上と引き下げ】

肩甲骨の前額面の運動

【右側屈・左側屈】

頸部・体幹の前額面での運動で、右方向の動きが右側屈、左へ左側屈

【右回旋と左回旋】

頸部・胸部について、右側に回旋する動きが右回旋、左側へ左回旋

【外かえしと内かえし】

足底の運動で、足底が外側を向くのが外がえし、内側が内がえし

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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３．臥位姿勢における筋活動

　臥位姿勢では生命維持のために心臓の活動、血流を維持するための筋活動が無意識に作用す

る。また、呼吸も同様に胸郭の動きがある。

４．人体の関節可動域

　関節可動域と動きの方向

　関節可動域の測定法では基本肢位は概ね解剖学的立位肢位と一致する。関節の運動は直交す

る 3平面の前額面、矢状面、水平面を基本とする運動である。

　特にここでは、車いすシーティングで重要な頭部、体幹、股関節、膝関節、足関節の可動域

のみ表示する。頭部の重量は 5-6kg あるといわれており、頭部の位置が変わることで姿勢も

変化するために、角度の理解が必要である。股関節は椅子座位では骨盤の位置により角度が変

化し、股関節に屈曲制限があると車いすに座れないこともある。膝関節、足関節はフットサポー

トに足部を安定して乗せるために可動域の把握が必要となる。

・関節可動域のスタート姿位は基本的立位姿位で以下の呼び方がある。

【屈曲と伸展】

矢状面の運動で、肩関節や股関節で　は、体幹から前方への動きが屈曲、後方への動きが伸展。

【外転と内転】

前額面の運動で、体幹や手指の軸から遠ざかる動きが外転、近づく動きが内転

【外旋と内旋】

水平面の動きで、肩関節では上腕軸で外方へ回旋する動きが外旋

【回外と回内】

前腕で前腕軸を中心に外方へ回旋する動きが回外、内方へ回旋が回内

【水平屈曲と水平伸展】

肩関節 90°外転位にて前方への動きが水平屈曲、後方へ水平伸展

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

【挙上と引き下げ】

肩甲骨の前額面の運動

【右側屈・左側屈】

頸部・体幹の前額面での運動で、右方向の動きが右側屈、左へ左側屈

【右回旋と左回旋】

頸部・胸部について、右側に回旋する動きが右回旋、左側へ左回旋

【外かえしと内かえし】

足底の運動で、足底が外側を向くのが外がえし、内側が内がえし

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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シーティングに必要な用具関係

第7章
１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。



１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

　ここでは、車椅子単体ではシーティングの対応は難しく、座のクッションや座位補

助具を障害や身体機能に合わせて使うことの基本を理解する。

第７章　シーティングに必要な用具関係

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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図１２．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子とリクライニング車椅子

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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ワークショップ

第8章

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。



　車椅子シーティングに必要な身体機能と用具車椅子と合わせて身体がどのような位

置になるかなどについて、実物を使って学ぶ。

　第５章７章 で学 習した内容に関連した課題ついて、グループに分かれて行い、 グ

ループごとに発表し、最後に講師による 講評 を 行う。

第８章　ワークショップ

１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。
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また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。

－55－



１．車椅子専用クッションの種類

　車椅子クッションは補装具では車椅子付属品の中で修理基準付属品の中に指定されている。

２００２年に分類変更があり、①ウレタンフォーム、②ウレタンフォーム等の多層構造、③ゲル

とウレタンフォーム等の多層構造、④空気量バルブ調整式、⑤フローテーションパット、⑥特殊

空気室構造等となっている。しかし、現在市販されているクッションは多種多様であり、使い

方において明確な分類がないために不適切な使い方も多くみられる。

２．車椅子のバックサポート類

シーティングの基本は固い座面とバックサポートに良質のクッションをのせて快適性の高い座

位をその人に合わせて対応することである。そのために、バックサポートも重要で車椅子の背

に使うバックサポート類も増えている。

骨盤サポート、体幹サポートと呼ばれている。

３．車椅子のヘッドサポート類

　車椅子のヘッドサポートは標準型車椅子に取り付けられるタイプとティルト・リクライニン

グ式車椅子に取り付けられるタイプがある。

　古いリクライニング車椅子にはバックサポートフレームらの延長線に取り付けられるタイプ

が多い。ティルト・リクライニング式車椅子では頭部保持の重要性かたら独立したヘッドサポー

トが使われるようになっている。

４．ティルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子

　シーティグでは車椅子はモジュラー車椅子（図を基本として、座位が取れないレベルはティ

ルト・リクライニング機能付モジュラー車椅子を使用するのが一般的である。

　また、補装具の座位保持装置を車椅子に組み込むこともある。ティルト機能とは座と背が一緒

に傾く機能であり欧米から導入された技術である。それと合わせてリクライニング機能がついて

おり、股関節角度が合わない利用者などには適合性が高くなる。

　国内ではシーティングを行っていないところでは、前述の標準形車椅子と座位が取れないレベ

ルはリクライニング車椅子を使用している。そのために座る時間が短くなり離床環境が整わない。

また、せん断応力がかかり痛みや褥瘡が発生することが多い。このことが「寝たきり」状態を多

くする理由の一つともなっている。

－56－



－57－



－58－



－59－



－60－



－61－



－62－



－63－



－64－



－65－



－66－



－67－



－68－



－69－



介護保険の福祉用具

－70－



－71－



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－



－77－



－78－



－79－



身体拘束ゼロへの手引き

－80－



参考 身体拘束をなくすための「車いす」や「いす」

－81－



－82－



－83－



－84－



－85－



－86－



－87－



－88－



－89－



－90－



－91－



FIM 概要

－92－



－93－



－94－



－95－



－96－



－97－



－98－



疑義解釈

－99－



- 1 -

－100－



－101－



－102－



身体障害者手帳

－103－



－104－



－105－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」 
分野横断型リカレント教育プログラムの開発 
 
介護における車椅子シーティングに関する技術習得のための分野横断型リカレント教育プ
ログラムの開発事業 シーティング技術〔基礎編〕 
 
2020 年 ３月発行 
 

発行所・連絡先 
学校法人摺河学園 ハーベスト医療福祉専門学校 
〒670 -0962 兵庫県姫路市南駅前町 91-6 
TEL 079-286 -5801  FAX 079-224 -1779  
http://www.harvest-school.com 

 
本書の内容を無断で転記、転載することを禁じます。 

 
 本シーティング技術〔基礎編〕は、文部科学省の教育政策推進
事業委託費による委託事業として、≪学校法人摺河学園 ハーベ
スト医療福祉専門学校≫が実施した 2019 年度「専修学校リカレ
ント教育総合推進プロジェクト」の成果をとりまとめたもので
す。 

 

－106－


